
第１ 

 

令和８年３月２６日 招集 

 

定 例 教 育 委 員 会 提 出 議 案 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

唐 津 市 教 育 委 員 会 

  



目    次 

 

１ 議案 

  議案第 ５ 号 唐津市教育委員会教育部長等事務専決及び代決規程の一部 

         を改正する規程制定について               ･･･ １ 

  議案第 ６ 号 財産の取得について（その１）              ･･･ ８ 

  議案第 ７ 号 財産の取得について（その２）              ･･･１４ 

  議案第 ８ 号 唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部 

         を改正する規則制定について               ･･･２１ 

  議案第 ９ 号 唐津市立学校施設の利用に関する規則の一部を改正する規 

         則制定について                     ･･･２６ 

  議案第１０号 唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施 

         設予約システムの運用等に関する規則制定について     ･･･３１ 

  議案第１１号 唐津市「コミュニティ・スクール」導入推進計画の策定に 

         ついて                         ･･･３９ 

  議案第１２号 唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正 

         する規則制定について                  ･･･４４ 

  議案第１３号 唐津市就学援助規則の一部を改正する規則制定について   ･･･５０ 

  議案第１４号 唐津市教育委員会個別施設計画の一部変更について     ･･･５４ 

  議案第１５号 唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について【資料当日配布】 

  （議案第１５号は、人事議案のため当日資料を配布します。） 

 

２ 報告事項 

 (1) 教育長報告 

 (2) 各課報告事項 

  ① ３月市議会定例会の報告について（教育総務課）       【資料当日配布】 

  ② 唐津市認定地域クラブ活動の認定について（学校教育課）       ･･･６１ 

  ③ 共催及び後援について（教育総務課）                ･･･６５ 

  ④ 教育委員会行事予定（教育総務課）                 ･･･６６ 

 (3) その他 

 

 

 



３ その他 

次回の定例教育委員会の日程について（案） 

   日 時  令和８年４月２３日（木）１４時００分 

   会 場  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 



議案第５号 

   唐津市教育委員会教育部長等事務専決及び代決規程の一部を改正する 

規程制定について 

 唐津市教育委員会教育部長等事務専決及び代決規程の一部を改正する規程を別紙

のように制定するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  市費会計年度任用職員の休暇に関する専決事項について、事務の簡素

化を図るため改正するものである。 
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規 程 案 の 概 要 

 

１ 規程案の題名 

  唐津市教育委員会教育部長等事務専決及び代決規程の一部を改正する規程 

 

２ 改正理由 

  市費会計年度任用職員の休暇に関する専決事項について、事務の簡素化を図る

ため改正するもの。 

 

３ 改正内容 

 (1) 課長等が専決できる事項に「会計年度任用職員の休暇に関すること。」を追

加する。 

 (2) 小学校長及び中学校長が専決できる事項に「市費配置会計年度任用職員の休

暇に関すること。」を追加する。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規程第  号 

   唐津市教育委員会教育部長等事務専決及び代決規程の一部を改正する 

   規程 

 唐津市教育委員会教育部長等事務専決及び代決規程（平成１７年教育委員会規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

６ 副課長以下の職員の育児休業及び部分休業に関すること。 

７ 副課長以下の職員の職務専念義務の免除に関すること。 

８ 副課長以下の職員の営利企業等の従事制限の許可に関すること。 

９ 副課長以下の職員の事務引継に関すること。 

１０ 職員等への貸与品の貸与に関すること。 

１１ 名義後援に関すること。 

１２ 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達等に関すること。 

１３ 所掌事務に係る証明に関すること。 

１４ 軽易又は定例的な広報及び刊行物の編集発行に関すること。 

１５ 施設の利用許可に関すること。 

１６ 所管施設の維持管理に関すること。 

１７ 税外収入の納入通知に関すること。 

１８ 歳計外現金に関すること。 

１９ 物品の検収に関すること。 

２０ 課内の事務・事業の執行管理に関すること。 

２１ 課内の事務・事業の調整に関すること。 

２２ 配置職員の事務分掌の決定に関すること。 

２３ 庁用自動車の管理に関すること。 

２４ 小学校及び中学校の転入学及び通学区域外の入学に関すること(学校支

援課長に限る。)。 

２５ 所管に属する市民の諸団体の育成に関すること。 

                                     」 
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を 

「 

６ 会計年度任用職員の休暇に関すること。 

７ 副課長以下の職員の育児休業及び部分休業に関すること。 

８ 副課長以下の職員の職務専念義務の免除に関すること。 

９ 副課長以下の職員の営利企業等の従事制限の許可に関すること。 

１０ 副課長以下の職員の事務引継に関すること。 

１１ 職員等への貸与品の貸与に関すること。 

１２ 名義後援に関すること。 

１３ 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達等に関すること。 

１４ 所掌事務に係る証明に関すること。 

１５ 軽易又は定例的な広報及び刊行物の編集発行に関すること。 

１６ 施設の利用許可に関すること。 

１７ 所管施設の維持管理に関すること。 

１８ 税外収入の納入通知に関すること。 

１９ 歳計外現金に関すること。 

２０ 物品の検収に関すること。 

２１ 課内の事務・事業の執行管理に関すること。 

２２ 課内の事務・事業の調整に関すること。 

２３ 配置職員の事務分掌の決定に関すること。 

２４ 庁用自動車の管理に関すること。 

２５ 小学校及び中学校の転入学及び通学区域外の入学に関すること(学校支

援課長に限る。)。 

２６ 所管に属する市民の諸団体の育成に関すること。 

                                     」 

に、 

 別表第２中 

「 

３ 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達等に関すること。 

－ 4 －



４ 所掌事務に係る軽易な証明に関すること。 

５ 職員の事務引継に関すること。 

６ 物品の検収に関すること。 

                                     」 

を 

「 

３ 市費配置会計年度任用職員の休暇に関すること。 

４ 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達等に関すること。 

５ 所掌事務に係る軽易な証明に関すること。 

６ 職員の事務引継に関すること。 

７ 物品の検収に関すること。 

                                     」 

に改める。 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

   財産の取得について（その１） 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

唐津市教育委員会     

教育長 栗 原 宣 康     

 

１ 所在地 

  唐津市相知町相知地内 

２ 財産の表示 

 所 在 地 地 目 面 積 

唐津市相知町相知字天徳２４４１番４ 学校用地 ３，３８１㎡ 

３ 取得先 

地域づくり部スポーツ振興課 

 

 

提案理由  唐津市相知軟式庭球場を相知中学校用地として取得するものである。 
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唐津市相知軟式庭球場

地積：3,381㎡
地目：学校用地

相知中学校(校舎）

相知中学校屋外運動場

相知中学校(屋内運動場）

相知中学校(武道場）

【航空写真】
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【唐津市相知軟式庭球場】
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3
,
3
8
1
.
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3
,
3
8
1
.
0
0

管
理
替

　
Ｈ

29
.3

.1
　

教
育
委
員

会
相
知

市
民

セ
ン
タ

ー
総

務
教

育
課
か

ら
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土
地
台

帳
（

明
細
）

管
理
番
号

明
細
番
号

代
表

年
度

地
目

異
動

年
月

日
登

記
年

月
日

記
載

年
月

日
台
 
帳
 
地
 
積

所
在

地

数
量

価
格

増
減

価
格

数
量

現
在

高
備

考
現
 
況
 
地
 
積

 
 
 
 
1
/
1

  
  

 4
31

相
知

軟
式
庭
球
場

相
知

町
相
知
2
4
4
1
-
4

㎡
円

㎡
円

  
  

 1
*

平
成

元
年

度
  

  
  
  

  
 0

.0
0

  
  

  
  

  
  

  
0

  
  

  
 3
,3

81
.0
0

  
  
  

  
  
  
  

0
学

校
用
地

取
得

年
月
日

取
得

事
由

異
動
年
月
日

異
動

事
由

㎡
  

  
  

3,
38

1.
00

平
成

元
年
 8
月
21

日
そ

の
他

平
成

元
年

 8
月

21
日

㎡
  

  
  

3,
38

1.
00

処
分

年
月
日

処
分

事
由

旧
所

有
者

名

－ 13 －



議案第７号 

   財産の取得について（その２） 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

唐津市教育委員会     

教育長 栗 原 宣 康 

 

１ 所在地 

  唐津市北波多徳須恵地内 

２ 財産の表示 

 所 在 地 地 目 面 積 

唐津市北波多徳須恵字瀬戸口３６４番１ 池沼 ２７㎡ 

３ 取得先 

北波多市民センター地域支援グループ 

 

 

提案理由  北波多地区防火水槽用地を北波多中学校用地として取得するものであ

る。 
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【位置図】

 北波多地区防火水槽



－ 16 －

北波多地区防火水槽（用地）

国道202号歩道整備事業に伴い、
国土交通省へ用地の譲渡を実施
既存の地下式防火水槽については
市で解体撤去を実施

【航空写真】



－ 17 －

【防火水槽（撤去前）】



－ 18 －

【防火水槽（撤去後）】



管
理

番
号

会
　

計

土
地

台
帳

台
帳

番
号

管
理

課
沿

革
附

属
図

面
等

名
称

1
1 2 3 4

分
類

地
目

2

用
途

3
境
界

4
山

林
の
権

利
区
分

摘
要

5

所
在

地
番

筆
数

・
地

積

建
物

の
有

無

自
治
体

保
有

 
 
建

面
積

他
 
 
保

 
 
有

 
 
建

面
積

合
 
 
 
 
 
 
計

 
 
建

面
積

利
用

状
況

地
上

物
件

備
　

　
考

筆

 
 
 
 
2
1
6
4

一
般
会
計

北
波
多
市

民
セ

ン
タ
ー

　
地

域
支
援

グ
ル
ー
プ

【
地

域
消

防
課
】

北
波
多

地
区
防

火
水
槽

行
政
財
産

（
公

用
）

消
防
施
設

用
地

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
0
.
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
8
.
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
8
.
0
0
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議案第８号 

   唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する 

   規則制定について 

 唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則を別紙

のように制定するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  令和８年４月から学校体育施設の利用予約方法が唐津市公共施設予約

システムを活用した電子申請に変わることに伴い、改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  令和８年４月から学校体育施設の開放に係る利用予約方法が唐津市公共施設予

約システムを活用した電子申請に変わることに伴い、申請受付後の事務処理期間

を確保するため申請期限を改正するもの。また、キャッシュレス決済の導入に伴

い利用券を廃止し、条文の整備その他の所要の改正を行うもの。 

 

３ 改正の内容 

 (1) 使用許可申請 

   申請期限を利用日の５日前とし、利用券に係る条文及び様式を削除する。 

 (2) 使用料の還付 

   条例第９条ただし書の規定による市長が特別な理由があると認めるときの使 

  用料の還付について定める。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する 

   規則 

 唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則（令和５年教育委員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「以下」を「令和４年条例第２９号。以下」に改める。 

 第５条第 1 項中「利用日前」を「利用日の５日前」に改め、同条第２項を削る。 

 第６条中「第１項」を削る。 

 第９条を第１０条とし、第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。 

 （使用料の還付） 

第８条 条例第９条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、 

使用料を還付することができる。 

 (1) 天災地変その他不可効力により利用ができなくなったとき。 

 (2) 市又は教育委員会が公益上その他の理由により利用の許可を取り消し、中止 

  し、又は変更したとき。 

 第２号様式を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議
案
第
８
号
参

考
資
料
 

唐
津

市
立
学

校
体
育

施
設

の
開

放
に
関

す
る

条
例
施
行
規

則
の

一
部

改
正
新

旧
対

照
表
 

改
 
 
 
 
 
 

正
 
 

 
 
 

 
案
 

現
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
行
 

 
（
趣
旨

）
 

第
１
条

 
こ
の

規
則
は

、
唐
津
市

立
学

校
体

育
施
設

の
開
放

に
関
す

る
条
例
（
令
和
４

年
条
例
第

２
９

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
の

施
行

に
関

し
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す

る
。
 

（
使
用
許
可
の
申
請
）
 

第
５
条

 
開
放

学
校
の

体
育
施
設

を
使

用
し

よ
う
と

す
る
者

は
、
学

校
体
育
施
設
利
用

許
可
申
請

書
（
第
１
号
様
式
）
を
利

用
日
の

５
日
前

ま
で
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

    

（
許
可
書
の
交
付
）
 

第
６
条

 
教
育

委
員
会

は
、
前
条

 
 

 
の

使
用
を

許
可
し

た
と
き

は
、
学
校
体
育
施

設
利
用
許

可
書
を
申
請
者
に
交
付
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
使
用
料
の
還
付
）
 

第
８

条
 

条
例

第
９

条
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、
使
用
料
を
還
付
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
 天

災
地
変
そ
の
他
不

可
効
力

に
よ
り

利
用
が
で
き
な
く
な
っ

た
と
き
。
 

(
2
)
 
市
又

は
教
育

委
員
会

が
公
益

上
そ

の
他
の

理
由
に

よ
り
利
用
の

許
可
を
取
り
消
し
、
中
止

し
、
又
は

変
更
し

た
と
き
。
 

 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、

唐
津
市
立
学
校

体
育
施

設
の
開

放
に
関
す
る
条

例
（
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
の

施
行

に
関

し
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す

る
。
 

（
使
用
許
可
の
申
請
）
 

第
５
条
 
開
放
学
校
の

体
育

施
設

を
使
用
し
よ

う
と

す
る
者
は
、
学

校
体
育
施

設
利

用
許
可
申
請

書
（
第
１
号
様
式
）
を
利
用
日
前

 
 
 
ま
で
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
次
に
掲
げ
る
学
校

体
育

施
設

を
利
用
す
る

も
の

は
、
利
用
券
（

第
２
号
様

式
）

を
購
入
し
、

学
校
体
育
施
設
利
用
後
に
、
使
用

し
た
金

額
分
の
利
用
券

を
係
員

に
提
出

す
る
も

の
と
す

る
。
 

(
1
)
 唐

津
市
立
小
中
学
校
の
屋
内

運
動
場
 

(
2
)
 唐

津
市
立
小
中
学
校
の
剣
道

場
 

（
許
可
書
の
交
付
）
 

第
６
条
 
教
育
委
員
会

は
、

前
条

第
１
項
の
使

用
を

許
可
し
た
と
き

は
、
学
校

体
育

施
設
利
用
許

可
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る

。
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（
利
用
者
の
遵
守
事
項
）
 

第
９
条
 
略
 

（
補
則
）
 

第
１
０
条
 
略
 

 
 

（
利
用
者
の
遵
守
事
項
）
 

第
８
条
 
略
 

（
補
則
）
 

第
９
条
 
略
 

第
２
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）
 

 
略
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議案第９号 

   唐津市立学校施設の利用に関する規則の一部を改正する規則制定につ 

いて 

 唐津市立学校施設の利用に関する規則の一部を改正する規則を別紙のように制定

するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  令和８年４月から学校体育施設の利用予約方法が唐津市公共施設予約

システムを活用した電子申請に変わることに伴い、改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市立学校施設の利用に関する規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  令和８年４月から学校体育施設の利用予約方法が唐津市公共施設予約システム

を活用した電子申請に変わることに伴い、申請受付後の事務処理期間を確保する

ため申請期限を改正するもの。 

 

３ 改正の内容 

 (1) 第３条第２項中「前２日」を「５日前」に改める。 

 (2) 別記様式中「 決裁欄 」及び「 」を削る。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市立学校施設の利用に関する規則の一部を改正する規則 

 唐津市立学校施設の利用に関する規則（平成１７年教育委員会規則第５８号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「前２日」を「５日前」に改める。 

 別記様式中「 決裁欄 」及び「 」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議
案
第
９
号
参

考
資
料
 

唐
津

市
立
学

校
施
設

の
利

用
に

関
す
る

規
則

の
一
部
改
正

新
旧

対
照

表
 

改
 
 
 
 
 
 

正
 
 

 
 
 

 
案
 

現
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
行
 

 
（
利
用

許
可
の

申
請
）
 

第
３
条
 

略
 

２
 

前
項
の

申
請
書

は
、
利

用
し
よ

う
と
す

る
日
の

５
日
前

ま
で

に
当

該
学
校
の
校
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

３
 
略
 

 

別
記
様
式
（
第
３

条
関
係
）
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校
施
設

利
用
許
可
申
請
書
 

学
 
校
 
長
 
承
 
認
 
印
 
 

１
 
利
用

す
る
施
設
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
学

校
 
 

屋
内
運
動
場
・
屋
外
運
動
場
 

２
 
利
用

の
目
的
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
 
利
用

の
日
時
及
び
人
数
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
月
 
 
日
 
 
時
 

 
分
か

ら
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
日
間
 
 
 
 
人
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

年
 

 
月
 
 
日
 
 
時
 

 
分
ま

で
 

 
 
 
 
 

 
（
利
用

許
可
の
申
請
）
 

第
３
条
 

略
 

２
 
前
項

の
申
請

書
は
、

利
用

し
よ

う
と

す
る
日

の
前
２

日
ま

で
に

当
該

学
校
の

校
長

に
提

出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
略
 

 

別
記
様
式
（
第
３
条
関
係

）
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 決
 
 
 

 
裁
 

 
 
 
欄

  

学
校
施
設

利
用
許

可
申
請

書
 

学
 
校
 

長
 
承

 
認
 

印
 
 

１
 
利
用
す
る
施
設
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
学
校
 
 
屋
内
運
動
場
・

屋
外
運

動
場
 

２
 
利
用
の
目
的
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

３
 
利
用
の
日
時
及
び
人

数
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

 
時
 
 
分
か
ら
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
日
間

 
 
 

 
人
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

 
時
 
 
分
ま
で
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上
記
の
と

お
り
利
用
し
た
い
の
で
、
唐
津

市
立
学

校
施
設
の
利
用
に
関
す
る
規
則

に
基
づ
き
 

申
請
し
ま

す
。
 

も
し
、
学

校
施
設
を
損
傷
等
し
た
場
合
に

は
、
直

ち
に
弁
償
い
た
し
ま
す
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

唐
津
市
教

育
委
員
会
 

教
育
長
 
 
 
 

 
 
 

様
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
（
申
請
者
）

住
 
所

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

団
体
名

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
 

 
 
 

 
 
 
電
話
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
 校

 施
 設

 利
 用

 許
 可

 書
 

 
次
の
と

お
り
利

用
を
許

可
し
ま
す
。
 

利
用
す
る
 

施
 
 
設
 

学
校
 
 
 
屋
内

運
動
場

・
屋
外

運
動
場
 

利
用
目
的
 

 
利
用
 

日
時
 

 
 
年
 
月
 
日

 
 
 

 
時
 
分
か
ら
 日
間
 

 
 
年
 
月
 
日

 
 
 

 
時
 
分
ま
で
 

利
用
者
の
 

人
 
 
数
 

人
 

利
用
責
任
者
 

住
所
 

氏
名
 

年
 
 
月

 
 
日
 

唐
津
市
教
育
委
員
会
 

教
育
長
 
 
 
 
 

印
 

上
記
の
と
お
り
利
用
し
た

い
の
で
、
唐
津

市
立
学

校
施
設

の
利
用
に
関
す

る
規
則

に
基
づ

き
 

申
請
し
ま

す
。
 

 
も
し
、

学
校
施
設
を
損

傷
し
た

場
合
に
は
、
直

ち
に
弁

償
い
た

し
ま
す
。
 

 
 
年
 

 
月
 
 
日
 

唐
津
市
教
育
委
員
会
 

教
育
長
 
 
 
 
 
 
 

様
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
（
申
請
者
）

住
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

団
体
名
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

代
表
者
 
 
 
 

 
 
 

電
話
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

学
 校

 施
 設

 利
 用

 許
 可

 書
 

 
次
の
と

お
り
利
用
を
許

可
し
ま

す
。
 

利
用
す
る
 

施
 
 
設
 

学
校
 
 

 
屋
内

運
動
場
・
屋
外
運
動
場
 

利
用
目
的
 

 
利
用
 

日
時
 

 
 
年
 
月
 
日

 
 
 
 
時
 

分
か
ら
 

日
間
 

 
 
年
 
月
 
日

 
 
 
 
時
 

分
ま
で
 

利
用
者
の
 

人
 
 
数
 

人
 

利
用
責
任

者
 

住
所
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議案第１０号 

   唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施設予約シス 

テムの運用等に関する規則制定について 

 唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施設予約システムの運用

等に関する規則を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

唐津市教育委員会         

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  令和８年４月から、唐津市教育委員会の管理する公共施設の利用予約

方法が唐津市公共施設予約システムを活用した電子申請に変わることに

伴い、当該システムの運用に関し必要な事項を定めるものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施設予約システムの運

用等に関する規則 

 

２ 制定理由 

  令和８年４月から、唐津市教育委員会の管理する公共施設の利用予約方法が唐

津市公共施設予約システムを活用した電子申請に変わることに伴い、当該システ

ムの運用に関し必要な事項を定めるもの 

 

３ 規則案の内容 

 唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施設予約システムの運

用については、唐津市公共施設予約システムの運用等に関する規則（令和８年規

則第 号）の規定の例によることとする。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行 
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唐津市教育委員会規則第 号 

   唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施設予約シス 

テムの運用等に関する規則 

 唐津市教育委員会が管理する公共施設に係る唐津市公共施設予約システムの運用

については、唐津市公共施設予約システムの運用等に関する規則（令和８年規則第   

号）の規定の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務の

実施に必要な準備行為をすることができる。 
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規則案の概要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市公共施設予約システムの運用等に関する規則  

 

２ 制定の理由 

令和５年度に整備した唐津市公共施設予約システムについて、令和８

年度から本格運用するため、当該システムの運用に関し必要な事項を定

めるもの  

 

３ 規則案の内容 

(1) 対象施設に関する規定（第２条） 

唐津市公共施設予約システムの対象となる公共施設について規定 

 (2) 施設の予約に関する規定（第４条） 

  唐津市公共施設予約システムによる予約について規定 

(3) 施設の利用申請に関する規定（第５条） 

  対象施設の利用申請は、予約の完了をもって利用申請がなされたも 

のとみなす旨規定 

(4) 施設の利用許可に関する規定（第６条） 

  ①市長は、上記(3)の利用申請を受けたときは、唐津市公共施設予約シ 

ステムにより利用許可をする旨規定 

②上記①の利用許可をしたときは、当該対象施設の利用に係る許可を 

規定した規則に規定する許可をしたものとみなす旨規定 

(5) 使用料の減免申請に関する規定（第７条） 

 ①減免申請をしようとする利用者は、唐津市公共施設予約システムに 

より減免申請をすることができる旨規定 

②上記①の減免申請をしたときは、当該対象施設の使用料等の減額又 

は免除に係る申請を規定した規則に規定する申請をしたものとみな 
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す旨規定 

 (6) 使用料の減免決定に関する規定（第８条） 

①市長は、上記(5)の減免申請を受けたときは、唐津市公共施設予約シ 

ステムにより減免決定をする旨規定 

②上記①の減免決定をしたときは、当該対象施設の減免に係る決定を 

規定した規則に規定する決定をしたものとみなす旨規定 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行  
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＜ 参考① 唐津市公共施設予約システムの概要 ＞ 

 

 

 

 

 

 ※利用者の負担軽減及び市職員の事務の効率化を図るため、令和８年度

から利用許可申請等（赤枠部分）の機能追加 

※上記に伴い、新たに当該システムの運用等に関する規則を制定し、「予 

約決定者は、唐津市公共施設予約システムにより対象施設の利用申請 

をすることができること」などを規定 

 

＜ 参考② 対象施設の条例・規則（教育委員会所管施設を含む） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※太字：市長部局所管施設  

Space pad（R5整備）

Kintoneにより機能追加（R8～）

A 利用許可申請
B 減免申請
C キャンセル(一部)
管理：市職員

① 利用者登録
② 施設の予約
③ 使用料の納付
④ キャンセル
管理：委託事業者

条例の題名 規則の題名

唐津市高齢者ふれあい会館条例
（平成17年1月1日条例第141号）

唐津市高齢者ふれあい会館条例施行規則
（平成17年1月1日規則第86号）

唐津市都市公園条例
（平成17年1月1日条例第244条）

唐津市都市公園条例施行規則
（平成17年1月1日規則第193号）

唐津市文化体育館の管理及び運営に関する規則
（平成25年4月1日規則第33号）

唐津市公民館条例
（平成17年1月1日条例第300号）

唐津市公民館条例施行規則
（平成17年1月1日教育委員会規則第39号）

唐津市相知交流文化センター条例
（平成17年1月1日条例第304号）

唐津市相知交流文化センター条例施行規則
（平成25年4月1日規則第36号）

唐津市都市コミュニティセンター条例
（平成17年1月1日条例第305号）

唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則
（平成17年1月1日教育委員会規則第44号）

唐津市埋門ノ館条例
（平成17年1月1日条例第317号）

唐津市埋門ノ館条例施行規則
（平成25年4月1日規則第41号）

唐津市体育施設条例
（平成17年1月1日条例第326号）

唐津市体育施設条例施行規則
（平成25年4月1日規則第44号）

唐津市立学校体育施設の開放に関する条例
（令和4年12月22日条例第29条）

唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則
（令和5年1月26日教育委員会規則第2号）

　‐
唐津市本庁舎芝生広場の使用に関する規則
（令和7年6月23日規則第40号）
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唐津市規則第 号 

   唐津市公共施設予約システムの運用等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、唐津市公共施設予約システム（インターネットを利用し、公

共施設の利用の予約及び申請に係る事務を処理するシステムをいう。以下「施設

予約システム」という。）の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象施設） 

第２条 施設予約システムの利用の対象となる施設は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条第１項に規定する公の施設及び公共性の高い施設で、市

長が別に定める施設（以下「対象施設」という。）とする。 

（対象施設の利用に係る申請等） 

第３条 施設予約システムにより行い、又は受けることのできる対象施設の利用に

係る申請等は、次に掲げるものとする。 

(1) 予約（対象施設の利用に係る予約をいう。以下同じ。） 

(2) 利用申請（対象施設の利用に係る申請をいう。以下同じ。） 

(3) 利用許可（利用申請に対する許可をいう。以下同じ。） 

(4) 減免申請（対象施設に係る使用料又は対象施設の指定管理者（地方自治法第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）が定める利用

料金（同条第８項に規定する利用料金をいう。以下同じ。）（以下「使用料等」

という。）の減額又は免除に係る申請をいう。以下同じ。） 

(5) 減免決定（減免申請に対する決定をいう。以下同じ。） 

 （利用の予約） 

第４条 対象施設を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、施設予約

システムにより対象施設の利用を予約することができる。 

（利用申請） 

第５条 対象施設の利用申請は、前条の規定による予約の完了をもって当該申請が

なされたものとみなす。 

２ 前項の申請は、当該申請に係る様式を定める規則に規定する様式により行われ
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たものとみなす。 

（利用許可等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、対象施設の利用の

許可の可否を決定し、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により利用の許可の決定をし、及び通知したときは、当該通知に係

る様式を定める規則に規定する様式により行われたものとみなす。 

（減免申請） 

第７条 減免申請をしようとする申請者は、施設予約システムに申請事項その他必

要な事項を入力することにより、減免申請をすることができる。 

２ 前項の減免申請をしたときは、当該対象施設の使用料等の減免に係る様式を定

める規則に規定する様式により行われたものとみなす。 

（減免決定等） 

第８条 市長は、前条の減免申請を受けたときは、その内容を審査し、公共施設予

約システムにより減免決定をするものとする。この場合において、市長が別に定

める事項を、当該減免申請をした者に対し通知するものとする。 

２ 前項の規定により減免決定をし、及び通知したときは、当該通知に係る様式を

定める規則に規定する様式により行われたものとみなす。 

（指定管理者に関する読替え） 

第９条 指定管理者に対象施設の管理に関する業務を行わせる場合における第６条

の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

２ 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における前条の規定の適用

については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

（補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

   唐津市「コミュニティ・スクール」導入推進計画の策定について 

 唐津市「コミュニティ・スクール」導入推進計画を次のように策定するものとす

る。 

  令和８年３月２６日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康     

 

 唐津市「コミュニティ・スクール」導入推進計画 

  別紙のとおり 

 

 

提案理由  子ども達を育てていくまちを目指し、学校・家庭・地域の連携及び協

働を図るため、唐津市のコミュニティ・スクール導入を推進する計画を

策定するものである。 
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唐津市 

「コミュニティ・スクール」 

導入推進計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 月 

唐津市教育委員会 
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１ 背景 

   近年、少子高齢化や地域のつながりの希薄化などにより、子ども達や地域社会

の環境が大きく変化する中、学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、学校

だけではなく、社会全体で子ども達を育てていくことが求められています。 

 

２ 導入の目的 

唐津市では、第３次唐津市総合計画の基本構想において、「未来をひらく人材

を大切に地域で育むまちへ」を目標に、未来を担う子ども達が、主体的に自分ら

しく学ぶとともに、夢や目標に向けて挑戦してくための力を身に付けることがで

きるよう、学校・家庭・地域が連携して子ども達を育てていくまちを目指してい

ます。 

   コミュニティ・スクールを導入することで、学校・家庭・地域のより一層の連 

携及び協働を図り、子ども達の学びを充実させ、豊かな人間性を育成し、地域と 

ともに特色ある学校づくりにつなげていきます。 

 

３ コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校）の仕組み 
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４ 学校運営協議会の主な役割について 

(1) 学校運営の基本方針の承認 

校長が作成する「学校運営の基本方針」の承認を通じて、育てたい子ども像

や目指す学校像などに関する学校運営のビジョンを共有します。校長は承認さ

れた方針に沿って、その権限と責任において具体的な学校運営を行うことにな

ります。 

（2）学校運営や教育活動について、教育委員会や校長へ意見 

広く地域住民等の意見を反映させるため、学校運営全般や関連する地域の教

育の活動について、教育委員会や校長に対して主体的に意見を述べることがで

きます。 

(3) 教職員の任用について、教育委員会へ意見 

   学校の課題解決や教育活動充実のための体制整備のため、任命権者に対して、 

教職員の任用についての意見を述べることができます。任命権者は各学校の実

情を踏まえつつ意見を尊重するよう努めることが求められますが、教職員人事

異動方針に反しない限度とし、任命権者の任命権の行使そのものを拘束するも

のではありません。 

 

５ 導入により期待される効果 

（1）子ども達にとって 

   多様な体験活動や学びの機会が充実し、地域の様々な人との関わりにより社 

会的・人間的に成長できるほか、地域への愛着や誇りが育ちます。 

（2）保護者にとって 

   保護者同士や地域との交流につながるほか、地域で子どもを育てる意識が共 

  有されることにより、安心して子育てができる環境になります。 

（3）地域にとって 

   子どもの成長に関わることで生きがいや自己有用感が生まれるほか、学校と 

  連携した地域の防犯・防災体制を構築することができます。 
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（4）学校にとって 

   学校運営に対する地域の支援と理解が得られることにより、教職員の業務負 

  担が軽減され、子どもに向き合う時間を確保することができます。 

 

６ 導入に向けた準備体制について 

(1) 準備会議（参加者：教育委員会） 

   既に導入している学校を参考に、導入に伴う予算調整や必要な制度の設計

や整理を行い、全体スケジュールの調整を行います。 

(2) 推進会議（参加者：学校、教育委員会） 

      導入後に想定される業務等について協議・検討するほか、校区にあった体制 

や運営委員の人選を検討し、校区における導入スケジュールを調整します。 

(3) 校区準備会（参加者：学校、地域代表等、教育委員会） 

   学校運営協議会の協議内容や活動内容を検討し計画を作成します。校区準備 

会における議論が完了したら、そのまま学校運営協議会へ移行します。 

     

７ 導入スケジュール 

導入対象校：市内市立小・中学校計５０校（小学校３１校、中学校１９校） 

令和７年度   

導入推進計画（案）の策定及び定例教育委員会への上程 

導入率６．５％（４６校中３校で導入済）  

※小学校２校、中学校１校 

令和８年度   

導入率１９．５％（導入校９校）を目標 

令和９年度 

導入率３２．６％（導入校１５校）を目標 

令和１０年度  

導入率４１．３％（導入校１９校）を目標 

 

４６校中９校予定 

高峰２校、厳木２校 

七山２校 

４６校中１５校予定 

佐志２校、肥前２校 
湊 ２校 
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議案第１２号 

   唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則制 

   定について 

 唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則を別紙のよう

に制定するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  国が実施する学校給食費の負担軽減策の制度化にあわせて唐津市学校

給食費条例の一部を改正する条例制定に伴い、学校給食費無償化の対象

とならない者を規定するため改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

１ 規則案の題名 

  唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  国が実施する学校給食費の負担軽減策の制度化にあわせて唐津市学校給食費条

例の一部を改正する条例制定に伴い、学校給食費無償化の対象とならない者を規

定するため改正するもの。 

 

３ 規則案の内容 

(1) 第３条の２として、給食費無償化の対象外者（生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第１３条の規定による教育扶助のうち学校給食費に関する給付を

受けている者）の条文を追加するもの。 

(2) 条例及び規則改正に伴い、その他の条文を整理するもの。 

 

４ 施行期日等 

(1) 令和８年４月１日から施行 

(2) この規則による改正後の唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の規定

は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適

用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例

による。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の一部を改正する規則制 

   定について 

唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則（令和５年教育委員会規則第１６

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（給食費無償化の対象外者） 

第３条の２ 条例第４条の規則で定める学校給食費に関する給付を受けている保護

者等については、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定によ

る教育扶助のうち学校給食費に関する給付を受けている者とする。 

第６条第２項中「学校給食費負担者」の次に「（条例第４条の規定により学校給

食費を徴収しないとされる者を除く。）」を加える。 

第１０条中「（昭和２５年法律第１４４号）」を削る。 

第１１条中「第５条」を「第６条」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の唐津市学校給食の実施及び管理に関する規則の規定は、

この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、

同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。 
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議
案
第
１
２
号

参
考
資
料

 

唐
津

市
学
校

給
食
の

実
施

及
び

管
理
に

関
す

る
規
則
の
一

部
改

正
新

旧
対
照

表
 

改
 
 
 
 
 
 

正
 
 

 
 
 

 
案
 

現
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
行
 

（
給
食
費
無
償
化
の
対
象

外
者
）
 

第
３
条

の
２
 
条
例

第
４
条

の
規

則
で
定
め

る
学
校
給

食
費
に
関

す
る

給
付
を
受
け

て
い
る
保
護

者
等

に
つ
い
て

は
、
生

活
保
護
法

（
昭

和
２
５

年
法
律

第
１
４
４
号

）
第
１
３
条
の
規
定
に
よ

る
教
育
扶
助
の
う
ち
学
校

給
食
費

に
関
す

る
給
付
を
受
け
て
い
る

者
と
す
る
。
 

（
学
校
給
食
費
の
額
）
 

第
６
条
 

略
 

２
 
一
の

年
度
に
お
け
る
学
校
給
食
費
負

担
者
（

条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
学

校
給
食
費
を
徴
 

収
し

な
い

と
さ

れ
る

者
を

除
く

。
）

が
納

付
す

べ
き

学
校

給
食

費
の

額
（

以
下

「
年

間
納

付

額
」

と
い
う
。

）
は
、

前
項
各
号

に
定

め
る
額

に
、
当

該
学
校
給
食

費
負
担
者
が
属
す
る
学
校

の
校
長
が
定
め
た
給
食
回

数
を
乗

じ
て
得

た
額
と
す
る
。
 

３
 
略
 

（
教
育
扶
助
費
等
か
ら
の

学
校
給

食
費
の

徴
収
）
 

第
１
０

条
 

保
護
者

等
が
生

活
保

護
法
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
第
１
３

条
の
規
定
に

よ
る

教
育
扶
助

を
受
け

て
い
る
場

合
の

学
校
給

食
費
は

、
当
該
教
育

扶
助
費
か
ら
徴
収
す
る
も

の
と
す
る
。
 

２
 
略
 

（
学
校
給
食
費
の
減
免
）
 

第
１
１

条
 

条
例
第

６
条
の

規
定

に
よ
る
学

校
給
食
費

の
減
免
は

、
市

長
が
特
に
必

要
が
あ
る
と

認
め

る
と
き
に

、
市
長

が
認
め
る

額
を

行
う
も

の
と
す

る
。
た
だ
し

、
前
条
第
１
項
に
規
定
す

る
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る

場
合
は

、
こ
の
限
り
で
は
な
い

。
 

 

   

 

（
学
校
給
食
費
の
額
）
 

第
６
条
 
略
 

２
 
一
の
年
度
に
お
け
る

学
校
給
食
費
負

担
者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
納

付
す

べ
き

学
校

給
食

費
の

額
（

以
下

「
年

間
納

付

額
」

と
い
う
。

）
は
、
前
項
各
号
に

定
め
る

額
に
、

当
該
学

校
給
食

費
負
担

者
が
属
す

る
学

校

の
校
長
が
定
め
た
給
食
回
数
を
乗

じ
て
得

た
額
と
す
る
。
 

３
 
略
 

（
教
育
扶
助
費
等
か
ら
の
学
校
給

食
費
の

徴
収
）
 

第
１
０
条
 
保
護
者

等
が
生

活
保

護
法

（
昭

和
２
５

年
法
律

第
１

４
４
号
）

第
１
３
条

の
規

定
に

よ
る

教
育
扶
助

を
受
け
て
い
る
場
合

の
学
校

給
食
費

は
、
当

該
教
育

扶
助
費

か
ら
徴
収

す
る

も

の
と
す
る
。
 

２
 
略
 

（
学
校
給
食
費
の
減
免
）
 

第
１
１
条
 
条
例
第

５
条
の

規
定

に
よ

る
学

校
給
食

費
の
減

免
は

、
市
長
が

特
に
必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と
き
に

、
市
長
が
認
め
る
額

を
行
う

も
の
と

す
る
。

た
だ
し

、
前
条

第
１
項
に

規
定

す

る
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
は

、
こ
の
限
り
で

は
な
い

。
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議案第１３号 

   唐津市就学援助規則の一部を改正する規則制定について 

 唐津市就学援助規則の一部を改正する規則を別紙のように制定するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康 

 

 

提案理由  国が実施する学校給食費の負担軽減策の制度化にあわせて唐津市学校

給食費条例の一部を改正する条例制定に伴い、学校給食費の給付に係る

規定を改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市就学援助規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  国が実施する学校給食費の負担軽減策の制度化にあわせて唐津市学校給食費条

例の一部を改正する条例制定に伴い、学校給食費の給付に係る規定を改正するも

の。 

 

３ 規則案の内容 

  第４条第１項中第６号「学校給食に要する費用の給付」を削り、第７号を第６

号、第８号を第７号とし、同条第２項中「第７号」を「第６号」に改める。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市就学援助規則の一部を改正する規則制定について 

唐津市就学援助規則（平成１９年教育委員会規則第８号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条第１項中第６号を削り、第７号を第６号、第８号を第７号とし、同条第２

項中「第７号」を「第６号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議
案
第
１
３
号

参
考
資
料

 

唐
津

市
就
学

援
助
規

則
の

一
部

改
正
新

旧
対

照
表
 

改
 
 
 

 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
行
 

（
就
学
援

助
の
種

類
）
 

（
就
学
援
助
の
種

類
）
 

第
４
条
 
就
学
援
助
の
種

類
は
、

次
の
と

お
り
と
す
る
。
 

第
４
条
 
就
学
援
助
の
種

類
は
、
次
の
と

お
り
と

す
る
。
 

(
1
)～

(
5)
 略

  
(
1
)～

(
5)
 略

 

 
(
6
)
 学

校
給
食
に
要
す
る

費
用
の
給
付
 

(
6
)
 学

校
保
健
安

全
法
施
行
令
（

昭
和
３
３
年
政
令
第

１
７
４
号

）
第
８
条
に
規
定
す
る
疾
病

の
治
療
に
要
す
る
費
用
の
給
付
 

(
7
)
 学

校
保
健
安
全
法
施
行
令
（
昭
和

３
３
年

政
令
第

１
７
４
号
）
第

８
条
に

規
定
す
る
疾
病

の
治
療
に
要
す
る

費
用
の
給
付
 

(
7
)
 前

各
号
に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
就
学
に
要
す
る
費
用
の
給
付
 

(
8
)
 前

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
委
員
会

が
必
要

と
認
め
る
就
学
に
要
す
る

費
用
の
給
付
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず

、
要
保
護
者

の
う
ち

法
第
１
１

条
第
１

項
第
２
号
に
規
定
す
る

教
育
扶
助

を
受
け

て
い
る
者
に
対
す
る
就

学
援
助

の
種
類

は
、
前
項
第
４
号
及
び
第
６
号
に
規

定
す
る
も

の
に
限

る
。
 

   

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず

、
要
保
護
者

の
う
ち

法
第
１
１

条
第
１

項
第
２
号
に
規

定
す
る

教
育
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
に
対

す
る
就

学
援
助
の
種
類

は
、
前
項
第
４
号
及
び

第
７
号
に
規

定
す
る
も
の
に
限
る
。
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議案第１４号 

   唐津市教育委員会個別施設計画の一部変更について    

唐津市教育委員会個別施設計画の一部を別紙のとおり変更するものとする。 

  令和８年３月２６日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  都市コミュニティセンターの今後の方針を実態に即した内容に変更し、

計画的な施設整備を推進するため、唐津市教育委員会個別施設計画の一

部を変更するものである。 
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唐津市教育委員会個別施設計画の一部変更について 

 

１ 概要 

外町公民館の老朽化に伴い、施設の安全性確保を図るため、同敷地内において

公民館の建替え整備を行うことから、現行の唐津市教育委員会個別施設計画にお

ける都市コミュニティセンターの今後の方針を実態に即した内容に変更し、計画

的な施設整備を推進するもの。 

 

２ 唐津市教育委員会個別施設計画（一部変更）の概要 

社会教育研修等施設の見直し 

都市コミュニティセンターについて、唐津市公共施設再配置計画の施設毎の方 

針に基づき、「一部機能用途廃止・公民館機能の更新協議」を行った結果、外町 

公民館として建替えを行うものとするもの。 

 

３ 今後について 

  唐津市教育委員会個別施設計画に基づき、整備事業を進めたい。 

   

 

－ 55 －



唐
津
市

教
育
委
員
会
個
別
施

設
計
画
（

一
部

変
更
）
 

頁
 

項
 
目
 

変
 
 
 
 
  

  
更
 
 

 
  
 
 
 
案
 

現
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
行
 

４
８
頁
 

第
４

章
 

教
育

委
員

会
施

設
整

備
の

基
本

方
針
 

１
．

施
設

の
規

模
・

配
置
計
画
等
の
方

針
 

(
2
)
 
生

涯
学

習
施

設

の
規

模
・

配
置

計
画

等
の
方
針
 

             

②
 
社
会
教
育
研

修
等
施
設
 

再
配

置
計

画
及

び
公

民
館

等
個

別
施

設
計

画
の

と
お

り
、

施
設

の
配

置
や
方
針
を
次
の
と
お
り
定
め
ま

す
。
 

・
 
青
少

年
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

 

略
 

・
 
都
市

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て

 

再
配

置
計

画
の

施
設

毎
の

方
針

に
よ

り
更

新
協

議
を

行
い

、
そ

の

結
果
、
外
町
公

民
館
と
し
て
建

替
え
を
行

う
も
の
と

し
ま
す

。
 

 

表
：
施
設
毎
の
基
本
方
針
（
社
会
教
育
研
修
等
施
設
）

 

施
設
名
 

本
計

画
策
定

に
係

る
施
設

毎
の
方
針
 

施
設
毎
の
方
針
（
唐
津
市
公
共
施
設
再
配
置
 

計
画
）
 

短
期
 

中
期
 

長
期
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 

②
 
社

会
教

育
研

修
等

施
設
 

再
配

置
計

画
及

び
公

民
館

等
個

別
施

設
計

画
の

と
お

り
、

施
設

の
配

置
や
方

針
を
次
の
と
お
り
定
め
ま
す

。
 

・
 
青
少
年
支
援

セ
ン
タ
ー
に
つ

い
て

 

略
 

・
 
都
市
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
に
つ

い
て

 

再
配

置
計

画
の

施
設

毎
の

方
針

に
よ

り
更

新
協

議
を

行
い

、
そ

の

結
果

、
外
町
公

民
館
と

し
て
建
替

え
を
行
う

も
の

と
し
ま
す

。
 

 

表
：
施
設
毎
の
基
本
方
針
（
社
会
教
育
研
修
等
施
設
）

 

施
設
名
 

本
計

画
策
定

に
係

る
施
設

毎
の
方
針
 

施
設
毎
の
方
針
（

唐
津
市

公
共
施

設
再
配

置
 

計
画
）
 

短
期
 

中
期
 

長
期
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
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